
ej05-01 

せいかつの いろいろなこと （にしのみやしの ばあい） 

外国人
が い こ く じ ん

登録
と う ろ く

証明書
しょうめいしょ

 のこと 
 

（ 平
へい

成
せい

24 年
ねん

7 月
がつ

8 日
にち

 までに 手
て

続
つづ

きして もらった 証
しょう

明
めい

書
しょ

、または 交
こう

付
ふ

された 証
しょう

明
めい

書
しょ

）  

 

○ 外 国 人
がいこくじん

登 録
とうろく

証 明 書
しょうめいしょ

 とは 

平
へい

成
せい

24 年
ねん

7 月
がつ

9 日
にち

に 廃
はい

止
し

された 外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

制
せい

度
ど

に もとづいて 作
つく

られた カードです。 

平
へい

成
せい

24 年
ねん

7 月
がつ

9 日
にち

以
い

降
こう

 しばらくの 期
き

間
かん

 続
つづ

けて 使
つか

うことが できます。 

 
 

○外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

証
しょう

明
めい

書
しょ

が 使
つか

える 期
き

限
げん

のこと 

現
げん

在
ざい

 持
も

っている 外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

証
しょう

明
めい

書
しょ

を 使
つか

う
う

ことが できるのは、１６ 歳
さい

の 誕 生
たんじょう

日
び

まで 

です。 

新
あたら

しい 特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

を もらうための 手
て

続
つづ

きを して ください。 

１６ 歳
さい

以
い

上
じょう

の 方
かた

は 既
すで

に 期
き

限
げん

が 切
き

れていますので、すぐに 新
あたら

しいカ
か

ー
ー

ド
ど

（ 特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

）の 手
て

続
つづ

きをしてください。 

 
 

○変 更
へんこう

に 必 要
ひつよう

なもの 

新
あたら

しいカ
か

ー
ー

ド
ど

に 変
へん

更
こう

する ときに 必
ひつ

要
よう

なものは 次
つぎ

の ３つです。 

① 外 国 人
がいこくじん

登 録
とうろく

証 明 書
しょうめいしょ

 

② パスポート
ぱ す ぽ ー と

 

③ 写
しゃ

真
しん

1 枚
まい

 → 3 か 月
げつ

以
い

内
ない

に 撮
さつ

影
えい

し、 縦
たて

４セ
せ

ン
ん

チ
ち

、 横
よこ

３セ
せ

ン
ん

チ
ち

のもの 
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○代理人
だいりにん

が 申 請
しんせい

するには（自分
じ ぶ ん

ではない 代
か

わりの人
ひと

が 手
て

続
つづ

きするには） 

手
て

続
つづ

きは、 本
ほん

人
にん

が 申
しん

請
せい

を する 必
ひつ

要
よう

が あります。ただし、 同
おな

じ 世
せ

帯
たい

の 16 歳
さい

以
い

上
じょう

の  

親
しん

族
ぞく

は、 本
ほん

人
にん

からの 依
い

頼
らい

があれば、代
か

わりに 申 請
しんせい

することが できます。 

代
か

わりの 人
ひと

が 申
しん

請
せい

を するには、代
か

わりの人は、自
じ

分
ぶん

が 誰
だれ

であるかを 証
しょう

明
めい

する  

運
うん

転
てん

免
めん

許
きょ

証
しょう

、またはパスポート
ぱ す ぽ ー と

 が 必 要
ひつよう

です。 

※ 上
うえ

に 書
か

いている 条
じょう

件
けん

で 手
て

続
つづ

きに いけない ばあいは、⻄
にし

宮
のみや

市
し

役
やく

所
しょ

 本
ほん

庁
ちょう

舎
しゃ

か、 近
ちか

く

の 支
し

所
しょ

で聞
き

いてください。 

 

※アクタ
あ く た

⻄ 宮
にしのみや

ステーション
す て ー し ょ ん

、サービスセンター
さ ー び す せ ん た ー

では 

上
うえ

に 書
か

いてある 手
て

続
つづ

きが できません。 

（問
と

い合
あ

わせ 先
さき

） 

・ ⻄
にし

宮
のみや

市
し

役
やく

所
しょ

市
し

⺠
みん

課
か

   

六 湛
ろくたん

寺 町
じちょう

10−3         0798-35-3104 

 

・鳴尾
なるお

支所
ししょ

：                

鳴尾
なるお

町
ちょう

3 丁 目
ちょうめ

5-14   0798-47-0101 

・ 瓦 木
かわらき

支所
ししょ

：                           

瓦 林 町
かわらばやしちょう

8-1           0798-67-5132 

・ 甲 東
こうとう

支所
ししょ

： 

甲
こう

東
とう

園
えん

3 丁
ちょう

目
め

2−29    0798-51-2681 



ej05-01 

せいかつの いろいろなこと （にしのみやしの ばあい） 

・塩瀬
しおぜ

支所
ししょ

 

名塩
なじお

新 町
しんまち

1 塩瀬
しおせ

センター
せ ん た ー

1
１

階
かい

   0797-61-0521 

・ 山 口
やまぐち

支所
ししょ

 

下
しも

山
やま

口
ぐち

4 丁
ちょう

目
め

1-8 山 口
やまぐち

センター
せ ん た ー

1 階
かい

 078-904-0395 

 
 


